
精華町地域障害者自立支援協議会（組織構成）

町内の障害福祉サービス事業所を対
象に、事業所同士の連携を深めるた
め、研修やグループワーク等を通じ
て、利用者支援や事業所運営のあり
方等について、情報交換を行う。

事業所部会

主に当事者団体を構成員として、合理的配
慮（障害のある人の意思疎通支援や情報保
障など）の推進に向けた取組の企画運営を
行う。

共生社会推進部会（案）事業所部会

各部会から全体会
へ取組状況の報告

全体会から部会へ取
組内容に対する助言

全体会から部会へ取
組内容に対する助言

・障害福祉計画の策定に関する協議
・障害福祉計画の進捗管理
・困難事例への対応のあり方に関する協議
・障害者差別解消の取組に関する協議
・各部会の取組に関するモニタリング及び検証
 ※年に１回開催、計画策定年度は年３回程度開催

全体会
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